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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技機が列設される遊技機設置島であって、
　遊技機設置島の上部に設けられ、前記遊技機に補給する遊技媒体を貯留可能な遊技媒体
貯留部と、
　遊技機設置島の下部から前記遊技媒体貯留部に遊技媒体を揚送する揚送装置と、
　前記遊技媒体貯留部に設けられ、隣接する他の遊技機設置島に供給する遊技媒体が流出
可能な流出口と、
　前記揚送装置により揚送された遊技媒体の少なくとも一部を前記流出口に誘導する誘導
手段と、
　前記遊技媒体貯留部に貯留されている遊技媒体の貯留位置が前記流出口の位置よりも下
方位置にある場合において前記他の遊技機設置島へ遊技媒体を供給するときに、該貯留さ
れている遊技媒体を遊技機設置島の下部へ排出して前記揚送装置に供給する供給手段と、
　を備える
ことを特徴とする遊技機設置島。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技機が列設される遊技機設置島に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　従来、この種の遊技機設置島（以下、遊技島と略称する）は、一般的に、複数列設され
た遊技機の上方に該遊技機に補給する遊技球を貯留する上部タンクを設け、上部タンクの
貯留量が減少したときに、遊技球を揚送装置により揚送して上部タンクに補給することで
、遊技島内で遊技球を循環可能としている。
【０００３】
　また、上部タンクをメインタンクとし、当該遊技島に必要な遊技球の大半を上部タンク
にて貯留するタイプの遊技島もある（例えば、特許文献１参照）。
【０００４】
　一方、遊技場に設置された複数の遊技島のいずれかにおいて複数の遊技機で大当りが発
生し、上部タンク及び下部タンクの貯留量が減少して遊技機に補給する遊技球が少なくな
った場合、相互の遊技島間に架設した移送樋により遊技球を移送することで、遊技島間で
遊技球を補完し合うものがある。このような移送樋は、一般的に上部タンクの上部位置に
設けられた流出口に一端が接続され、該流出口から流出した遊技球を自然流下により他島
に供給できるようにしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平４－３５７９８５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　このように上部タンクをメインタンクとした遊技島では、例えば複数の遊技島のうち、
一島の上部タンクの貯留位置が流出口の配置位置よりも下方位置になって他島に遊技球が
移送されない状況において、他島の上部タンクに貯留されている遊技球の貯留位置が遊技
機への遊技球の補給が途絶える可能性がある貯留位置まで減少した場合、一島から他島に
直ちに遊技球を移送して他島の緊急状態を回避することを優先する必要があるが、一島の
上部タンクの貯留位置が、他島のような貯留位置まで減少していないものの、流出口の配
置位置よりも下方位置である場合、直ちに他島に遊技球を移送できないという問題があっ
た。
【０００９】
　本発明は、このような問題点に着目してなされたものであり、遊技媒体貯留部に貯留さ
れた遊技媒体の貯留位置が流出口よりも下方位置にある場合でも、遊技媒体を補給する必
要がある他島に対して遊技媒体を移送することが可能な遊技機設置島を提供することを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決するために、本発明の請求項１に記載の遊技機設置島は、
　遊技機が列設される遊技機設置島であって、
　遊技機設置島の上部に設けられ、前記遊技機に補給する遊技媒体を貯留可能な遊技媒体
貯留部と、
　遊技機設置島の下部から前記遊技媒体貯留部に遊技媒体を揚送する揚送装置と、
　前記遊技媒体貯留部に設けられ、隣接する他の遊技機設置島に供給する遊技媒体が流出
可能な流出口と、
　前記揚送装置により揚送された遊技媒体の少なくとも一部を前記流出口に誘導する誘導
手段と、
　前記遊技媒体貯留部に貯留されている遊技媒体の貯留位置が前記流出口の位置よりも下
方位置にある場合において前記他の遊技機設置島へ遊技媒体を供給するときに、該貯留さ
れている遊技媒体を遊技機設置島の下部へ排出して前記揚送装置に供給する供給手段と、
　を備える
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ことを特徴としている。
　この特徴によれば、遊技媒体貯留部に貯留された遊技媒体の貯留位置が流出口よりも下
方位置にある場合でも、遊技媒体を補給する必要がある隣接する他の遊技機設置島に対し
て遊技媒体を供給することができる。
【００１１】
　本発明の手段１に記載の遊技機設置島における遊技媒体循環システムは、
　複数の遊技機（パチンコ機２）が列設される複数の遊技機設置島（遊技島１）の上部に
設けられ、前記遊技機に補給する遊技媒体（パチンコ球）を貯留可能な遊技媒体貯留部（
上部タンク３）と、
　前記遊技機から前記遊技機設置島の下部に排出された遊技媒体を揚送して前記遊技媒体
貯留部内に排出する揚送装置（揚送研磨装置１１）と、
　前記複数の遊技機設置島のうち一島と他島（右島、左島）との前記遊技媒体貯留部間に
架設され、該一島から他島に遊技媒体を移送するための遊技媒体移送樋（移送樋４０）並
びに前記一島が前記他島から遊技媒体を受給するための遊技媒体受給樋（受給樋４１）と
、
　を備える遊技機設置島における遊技媒体循環システムであって、
　前記遊技媒体貯留部は、
　遊技媒体を前記遊技媒体移送樋に流出させるための流出口（５２）と、
　前記揚送装置により揚送された遊技媒体の少なくとも一部を前記流出口に誘導する誘導
手段（第１誘導板５６、第２誘導板５７、第３誘導板５８、第４誘導板５９）と、
　前記遊技媒体貯留部に貯留された遊技媒体の貯留位置（貯留量レベル）が、前記流出口
から遊技媒体が流出可能な第１の位置（基準位置）に達している（貯留量レベルがＬＶ３
である）ことを検出する第１の位置検出手段（基準センサ７０）と、
　前記遊技媒体貯留部に貯留された遊技媒体の貯留位置（貯留量レベル）が、前記第１の
位置及び前記流出口（流出位置）よりも下方の第２の位置（下限位置）に達していること
を検出する第２の位置検出手段（下限センサ７１）と、
　を備え、
　前記遊技媒体貯留部に貯留されている遊技媒体を、前記第２の位置よりも下方位置（補
給樋４の最下流位置に設けた球抜き部３０）から排出し、前記遊技機に補給することなく
前記揚送装置に供給することが可能な供給手段（球抜き部３０、球抜きシャッタ装置３１
、球抜き管７、集合室２１、集合球流下通路２３、接続樋１０）と、
　前記他島における前記第１の位置検出手段が前記第１の位置に達していることを検出し
ていない（貯留量レベルＬＶ２、ＬＶ１）ときに、前記一島における前記第１の位置検出
手段が前記第１の位置に達していることを検出していること（貯留量レベルＬＶ３）を条
件に、該一島の前記流出口から前記遊技媒体移送樋を介して前記他島に遊技媒体を移送さ
せる制御を行う第１の移送制御手段（管理コンピュータ３００、島コントローラ２００が
行う通常移送制御、図１２参照）と、
　前記他島における前記第２の位置検出手段が前記第２の位置に達していることを検出し
ていないとき（貯留量レベルＬＶ１）に、前記一島において前記第１の位置検出手段が前
記第１の位置に達していることを検出しておらず、かつ、前記第２の位置検出手段が前記
第２の位置に達していることを検出していること（貯留量レベルＬＶ２）を条件に、該一
島の前記供給手段により前記揚送装置に供給して揚送した遊技媒体を、前記誘導手段、前
記流出口及び前記遊技媒体移送樋を介して前記他島に遊技媒体を移送させる制御を行う第
２の移送制御手段（管理コンピュータ３００、島コントローラ２００が行う緊急移送制御
、図１３参照）と、
　をさらに備える、
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、遊技媒体貯留部に貯留されている遊技媒体は遊技機に補給され、該
遊技機から排出された遊技媒体は、揚送装置により再び遊技媒体貯留部に排出される。そ
して、他島の遊技媒体貯留部に貯留されている遊技媒体の貯留位置が第１の位置に達して
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いない場合、つまり一島に遊技媒体を移送できない貯留位置になった場合、一島の遊技媒
体貯留部に貯留されている遊技媒体が第１の位置に達しているときには該一島から他島に
遊技媒体が移送される。また、他島の遊技媒体貯留部に貯留されている遊技媒体の貯留位
置が第２の位置に達していない場合、一島の遊技媒体貯留部に貯留されている遊技媒体が
第１の位置に達していなくても、第２の位置に達していれば、該一島の供給手段により、
遊技媒体貯留部に貯留されている遊技媒体が排出され、遊技機を経由せずに揚送装置に供
給されるとともに、該揚送装置により揚送されて遊技媒体貯留部に排出された遊技媒体の
少なくとも一部が、該遊技媒体貯留部に貯留されることなく、誘導手段により流出口に誘
導されることにより、一島の貯留位置を第１の位置まで回復させなくても遊技媒体を他島
に移送できるため、他島の緊急状態を直ちに解除させることができる。
【００１２】
　本発明の手段２に記載の遊技機設置島における遊技媒体循環システムは、手段１に記載
の遊技機設置島における遊技媒体循環システムであって、
　前記供給手段は、
　前記遊技媒体貯留部（上部タンク３）から前記遊技機設置島（遊技島１）の長手方向の
端部に向けて下方に傾斜して延設され、前記複数の遊技機（パチンコ機２）に遊技媒体（
パチンコ球）を補給するための補給部（補給口４ｂ）が設けられた補給樋（４，４）と、
　前記補給樋に設けられ、該補給樋の遊技媒体を排出するための補給樋排出部（球抜き部
３０）と、
　前記補給樋排出部から遊技媒体を排出させて前記揚送装置（揚送研磨装置１１）に供給
するための排出装置（球抜きシャッタ装置３１）と、
　を含む、
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、複数の遊技機に遊技媒体を補給するための補給樋を利用して、遊技
媒体貯留部に貯留されている遊技媒体を外部に排出して揚送装置に供給することができる
ため、強度を要する遊技媒体貯留部に排出口等を形成せずに済む。
【００１３】
　本発明の手段３に記載の遊技機設置島における遊技媒体循環システムは、手段１または
２に記載の遊技機設置島における遊技媒体循環システムであって、
　前記補給樋排出部（球抜き部３０）は、前記補給樋（４，４）の最下流位置に設けられ
た前記補給部（補給口４ｂ）よりも下流側に設けられている、
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、遊技機への遊技媒体の補給に支障をきたすことなく、補給樋排出部
から遊技媒体を排出させることができる。
【００１４】
　本発明の手段４に記載の遊技機設置島における遊技媒体循環システムは、手段３に記載
の遊技機設置島における遊技媒体循環システムであって、
　前記複数の補給部（補給口４ｂ）は、前記補給樋（４，４）の流下方向に向けて複数配
置され、
　前記補給樋は、該補給樋を流下する遊技媒体（パチンコ球）を前記複数の補給部それぞ
れに向けて誘導する補給部誘導手段（山折りの底板４ｃ、誘導片８０）を備える、
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、流下樋を流下する遊技媒体が補給部に誘導されるため、遊技媒体が
優先して遊技機に補給される。
【００１５】
　本発明の手段５に記載の遊技機設置島における遊技媒体循環システムは、手段３または
４に記載の遊技機設置島における遊技媒体循環システムであって、
　前記一島と複数の前記他島（右島、左島）との前記遊技媒体貯留部（上部タンク３）間
に前記遊技媒体移送樋（移送樋４０）並びに前記遊技媒体受給樋（受給樋４１）が架設さ
れ、前記一島の前記遊技媒体貯留部には、前記複数の他島それぞれに対応する前記流出口
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（５２，５２）が複数設けられ、
　前記誘導手段は、
　前記揚送装置（揚送研磨装置１１）により揚送された遊技媒体（パチンコ球）を、全て
の前記流出口に対して均等に誘導可能な第１の誘導状態（水平位置）と、前記複数の流出
口のうちいずれかに優先して誘導可能な第２の誘導状態（傾斜位置）と、に変更可能に設
けられた方向変更装置（揺動誘導板９０）と、
　前記方向変更装置の制御を行う方向変更装置制御手段（島コントローラ２００）と、
　を含み、
　前記方向変更装置制御手段は、前記第１の移送制御手段による制御が行われているとき
には、前記方向変更装置を前記第１の誘導状態とするとともに、前記第２の移送制御手段
による制御が行われているときには、前記方向変更装置を、前記複数の他島のうち前記第
２の位置検出手段が前記第２の位置に達していることを検出していない他島に対応する流
出口に遊技媒体を誘導可能な前記第２の誘導状態に変更する制御を行う、
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、揚送装置から排出された遊技媒体を、複数のうちより早急に遊技媒
体を補給する必要がある他島に対して優先的に移送することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明が適用された実施例としての遊技機設置島を示す正面図である。
【図２】図１のＡ－Ａ断面図である。
【図３】（ａ）は下部タンクを示す平面図であり、（ｂ）は下部タンクを示す縦断面図で
あり、（ｃ）は（ｂ）のＢ－Ｂ断面図である。
【図４】（ａ）は上部タンクの外観を示す斜視図であり、（ｂ）は上部タンクの内部構造
を示す斜視図である。
【図５】（ａ）は図４（ａ）のＣ－Ｃ断面図であり、（ｂ）は上部タンクの内部構造を示
す縦断面図である。
【図６】（ａ）は上部タンクの右側面図であり、（ｂ）は図５（ｂ）のＤ－Ｄ断面図であ
る。
【図７】（ａ）は球抜き部を示す要部断面図であり、（ｂ）は（ａ）の平面図であり、（
ｃ）は（ｂ）のＥ－Ｅ断面図である。
【図８】（ａ）は上部タンク間に架設される移送樋及び受給樋を示す平面図であり、（ｂ
）は（ａ）の側面図である。
【図９】遊技機設置島の構成を示すブロック図である。
【図１０】（ａ）は基準センサ及び下限センサの検出状況と貯留量レベルとの関係を示す
表図であり、（ｂ）は上部タンクの貯留量レベルを示す概略図である。
【図１１】（ａ）～（ｃ）は、遊技機設置島内におけるパチンコ球の循環状況を示す概念
図である。
【図１２】（ａ）～（ｄ）は、通常移送制御内容の一例を示す概略図である。
【図１３】（ａ）～（ｅ）は、緊急移送制御内容の一例を示す概略図である。
【図１４】変形例としての補給樋を示す図である。
【図１５】上部タンクの誘導手段の変形例を示す概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明に係る遊技機設置島における遊技媒体循環システムを実施するための形態を実施
例に基づいて以下に説明する。
【実施例】
【００１８】
　以下、本発明の実施例を図面に基づいて説明する。まず図１は、遊技機としてのパチン
コ機２が複数列設される遊技機設置島１を示す正面図である。尚、以下において、図１の
手前側を遊技機設置島１の前面側、奥側を後面側、左右側を左右面側として説明する。
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【００１９】
　遊技機設置島１（以下、遊技島と略称する）の長手方向の略中央位置上部、つまり各パ
チンコ機２の上方位置には、パチンコ機２の遊技に使用される遊技媒体であるパチンコ球
が貯留される遊技媒体貯留部としての上部タンク３が設けられており、この上部タンク３
内に貯留されたパチンコ球は、上部タンク３の下面から、遊技島１の長手方向両端部（左
右側）に向けてそれぞれ下方に傾斜するように配設された左右一対の補給樋４，４に流入
するようになっている。
【００２０】
　補給樋４，４内に流入したパチンコ球は、流下方向に向けて所定間隔おきに複数設けら
れた支流樋５を介して、各パチンコ機２の背面に設けられた球タンク６にそれぞれ補給さ
れ、パチンコ機２の遊技に使用される（図１，２参照）。
【００２１】
　また、左右のうち一方（本実施例では図１中右側）の補給樋４の下流側端部には、補給
樋４内のパチンコ球を排出するための球抜き部３０が設けられているとともに、該球抜き
部３０のさらに下流側には、球抜き部３０から排出されたパチンコ球を下方の下部タンク
９内に誘導する２本の球抜き管７が垂下されている。尚、補給樋４，４及び球抜き部３０
の詳細な説明は後述することとする。
【００２２】
　各パチンコ機２は、遊技島１の前後面それぞれに長手方向に向けて設置された繕板１３
の上面に載置されており、該繕板１３における各パチンコ機２の背面側には、パチンコ機
２より排出されたアウト球を受けて下部タンク９内に排出する複数のアウト球タンク８が
、各パチンコ機２に対応して設けられている。
【００２３】
　各パチンコ機２の下方には、上部タンク３からオーバーフローしたパチンコ球及び後述
するように他の遊技島１から移送されたパチンコ球が貯留される下部タンク９，９が、遊
技島１の長手方向の略中央位置に配置された揚送研磨装置１１の左右側にそれぞれ設けら
れている。左右の下部タンク９，９は、長手幅寸法は異なるが、内部構造は同一であるた
め、以下においては図１中右側の下部タンク９について説明し、図１中左側の下部タンク
９の説明は省略する。図３に示されるように、下部タンク９は、上面が開口する横長箱状
に形成されている。下部タンク９の内部は、前後幅方向に延びる仕切板２２により長手方
向に区画されており、該仕切板２２よりも遊技島１の中央側の領域は、上部タンク３から
オーバーフローしたパチンコ球及び他の遊技島１から移送されたパチンコ球が貯留される
貯留室２０とされ、仕切板２２よりも遊技島１の端部側の領域は、各パチンコ機２から排
出されたアウト球及び球抜き管７から排出されるパチンコ球が集合する集合室２１とされ
ている。
【００２４】
　貯留室２０の底板２０ａの上面は、遊技島１の長手方向中央に向けて下方に傾斜する傾
斜面とされており、貯留室２０内に貯留されたパチンコ球を、側壁に形成された下部タン
ク排出口２４に向けて自然流下にて誘導するようになっている。また、下部タンク排出口
２４の上方には、該下部タンク排出口２４を開閉可能な下部タンクシャッタ２６及び該下
部タンクシャッタ２６を駆動するための下部タンクモータ２７からなる下部タンクシャッ
タ装置２８が設けられている。下部タンクシャッタ２６は、通常時において下部タンク排
出口２４を閉鎖しており、開放要求があった場合に下部タンク排出口２４から上方に退避
して開放するようになっている。尚、貯留室２０内における下部タンク排出口２４の上方
位置には、球圧を低減するための球圧低減板２５が設けられている。
【００２５】
　貯留室２０の上部には、後述するオーバーフロー管１２、オーバーフローホース１２ｂ
、振分樋１２ｃを介して誘導されるパチンコ球が流下する流下板１８が、遊技島１の長手
方向の中央側の側壁から仕切板２２に向けて下方に傾斜するように延設されている。また
、流下板１８の前後側方には、各パチンコ機２から排出されるアウト球を回収して集合室
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２１に誘導する回収樋１７，１７が、流下板１８よりもやや上方位置において、遊技島１
の長手方向の中央側の側壁から仕切板２２に向けて下方に傾斜するように延設されている
。
【００２６】
　流下板１８には、流下するパチンコ球を落下させる落下穴１８ａが流下方向に向けて所
定間隔おきに複数形成されているとともに、流下板１８と回収樋１７，１７との間には、
パチンコ球が落下可能な隙間が形成されているため、落下穴１８ａまたは流下方向の両側
端部から貯留室２０内に落下して、長手方向に向けて略均等に貯留されるようになってい
る。一方、回収樋１７，１７を流下するパチンコ球は、流下途中で落下することなく全て
集合室２１に誘導されるようになっている。
【００２７】
　集合室２１に誘導されたパチンコ球は、貯留室２０の底板２０ａ下面に長手方向に向け
て傾斜状に配設された集合球流下通路２３に流出され、該集合球流下通路２３を遊技島１
の中央側に向けて流下した後、揚送研磨装置１１と下部タンク９とを接続する接続樋１０
を介して揚送研磨装置１１に誘導される。また、下部タンク排出口２４から排出されたパ
チンコ球は、この接続樋１０に排出され、集合球流下通路２３を流下してきたパチンコ球
と合流して揚送研磨装置１１に誘導される。
【００２８】
　揚送研磨装置１１は、特に詳細な図示はしないが、上下方向を向く箱状の本体内の上下
に設けられたプーリに掛け渡されたベルトを、揚送モータ１１ｂ（図９参照）によりプー
リを回転させることにより回転させることにより、接続樋１０により誘導されて該揚送研
磨装置１１の下部に設けた流入口から流入したパチンコ球を、ベルトにより揚送溝に押し
付けることで揚送するとともに、該揚送溝とパチンコ球との間に研磨布が敷設されている
ことで、パチンコ球を研磨しながら揚送する従来公知の装置である。また、揚送されたパ
チンコ球は、箱体の上部に形成された揚送球排出口１１ａ（図１１参照）から排出される
ようになっている。
【００２９】
　上部タンク３は、図４～図６に示されるように、遊技島１の上部に固設され、前後幅寸
法よりも左右幅寸法が長寸の横長箱状に形成され、該上部タンク３の上部に配置される揚
送球排出口１１ａから排出されたパチンコ球が貯留されるようになっている。その容量は
、下部タンク９，９よりも大であり、遊技島１に設置された各パチンコ機２へ補給するパ
チンコ球の大半（本実施例では約１１万発）を貯留可能な大きさを有しており、下部タン
ク９，９の貯留室２０内双方が満杯になったときの合計貯留量よりも多量のパチンコ球を
貯留可能である。
【００３０】
　具体的に説明すると、上部タンク３は、前面板５０ａ、後面板５０ｂ、左右一対の側面
板５０ｃ，５０ｃ、底面板５０ｄ、上板５０ｅにより箱状に形成されており、前面板５０
ａには、揚送研磨装置１１の上部を収容して配置するための凹溝５１が、上端から下端に
かけて凹設されている。左右の側面板５０ｃ，５０ｃそれぞれの上部には、後述する遊技
媒体移送樋としての移送樋４０を接続するための接続部材４０ａが接続される流出口５２
が形成されているとともに、それぞれの下部には、遊技媒体受給樋としての受給樋４１を
接続するための接続部材４１ａが接続される流入口５３が形成されている。
【００３１】
　底面板５０ｄは、平面視略凹状に形成され、その略中央位置、つまり凹溝５１の後面側
には、貯留球流出口５４が形成されているとともに、底面板５０ｄの上面は、中央の貯留
球流出口５４に向けて下方に傾斜して設けられている。貯留球流出口５４の下面側には、
前述した補給樋４，４の上流側端部が接続される補給樋接続管６５上端が接続されており
、底面板５０ｄ上に貯留されたパチンコ球、つまり上部タンク３の貯留領域内に貯留され
る全てのパチンコ球は、貯留球流出口５４から補給樋接続管６５を介して補給樋４，４に
流出するようになっている。尚、補給樋接続管６５は、その前面が凹溝５１の後面とほぼ
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面一になるように配設されている。
【００３２】
　前面板５０ａにおける凹溝５１の上端部には、揚送研磨装置１１の揚送球排出口１１ａ
が対向配置される受入口５５が形成され、揚送球排出口１１ａから排出されたパチンコ球
を受入口５５から上部タンク３内に受け入れるようになっている。
【００３３】
　上部タンク３内上部における受入口５５の下方位置には、揚送球排出口１１ａから排出
して落下するパチンコ球を下方から受けて、左右の流出口５２，５２に向けて誘導する第
１誘導板５６が配設されている。第１誘導板５６は、凹溝５１と後面板５０ｂとの間に配
置され、左右方向の中央を中心に山折りに屈曲された金属板からなり、中央から左右側に
向けて下方に傾斜する傾斜面を有しているため、揚送球排出口１１ａから排出されて第１
誘導板５６の頂部に落下したパチンコ球は、左右側に略均等に振り分けされる。また、第
１誘導板５６における後辺部中央位置には後切欠部５６ａが形成されるとともに、前辺部
中央位置には前切欠部５６ｂが形成されており、第１誘導板５６上のパチンコ球の一部が
これら後切欠部５６ａ，前切欠部５６ｂから落下するようになっている。
【００３４】
　第１誘導板５６の下方左右側には、第１誘導板５６の左右辺部下方から側面板５０ｃに
向けて下方に傾斜する左右一対の第２誘導板５７，５７がそれぞれ配設されているととも
に、さらに第２誘導板５７，５７の下方には、左右方向の中央位置から側面板５０ｃに向
けて下方に傾斜する左右一対の第３誘導板５８，５８が、第２誘導板５７，５７の下方を
覆うように配設されている。また、第２誘導板５７，５７には複数の落下穴５７ａが形成
されている。
【００３５】
　第３誘導板５８，５８の左右端辺部それぞれの前後には、前後一対の切欠部５８ａ，５
８ａが形成され、側面板５０ｃの内面との間に空隙が形成されている。また、これら前後
一対の切欠部５８ａ，５８ａの間の中央片５８ｂの先端は、図４（ｂ）及び図５（ｂ）に
示されるように、流出口５２内の上下方向の略中央位置にて、該流出口５２から外側に若
干突出するように配置されている。よって、第３誘導板５８，５８上を流下してきたパチ
ンコ球を流出口５２内に直接誘導できるとともに、上部タンク３内に貯留されたパチンコ
球の貯留位置が上昇して流出口５２の下端縁を超えた場合に、第３誘導板５８，５８によ
り流出が阻害されることなく、流出口５２における中央片５８ｂの下方から流出されるよ
うになっている。
【００３６】
　さらに、第１誘導板５６の下方には、後切欠部５６ａから落下したパチンコ球を受けて
、左右の第３誘導板５８，５８に誘導する第４誘導板５９が配設されている。第４誘導板
５９は、第１誘導板５６の前後幅よりも小寸の前後幅を有する帯板状をなし、左右方向の
中央を中心に山折りに屈曲された金属板からなり、中央から左右側に向けて下方に傾斜す
る傾斜面を有していることで、後切欠部５６ａから落下したパチンコ球を左右側に略均等
に振り分けできるようになっている。
【００３７】
　第１誘導板５６と貯留球流出口５４との間には、オーバーフロー管１２が上下方向に配
設されている。オーバーフロー管１２の上端は開口され、オーバーフローしたパチンコ球
が流出可能なオーバーフロー口１２ａとされている。オーバーフロー口１２ａは、第１誘
導板５６の前切欠部５６ｂよりも小さな開口を有し（図５（ａ）参照）、該前切欠部５６
ｂの直下に近接して配置されている。オーバーフロー管１２は、特に図６（ｂ）に示され
るように、前切欠部５６ｂの下面側から、前面板５０ａにおける凹溝５１の後面に沿って
鉛直下方に垂下され、貯留球流出口５４の上方位置において、補給樋４との干渉を避ける
ために後側に屈曲された後、底面板５０ｄの後部を貫通して該底面板５０ｄの下方まで延
設されている。尚、オーバーフロー管１２内における屈曲部よりも上方位置には、屈曲部
内面に落下球が落下したときの衝撃を緩和するための衝撃緩和板が上下位置に設けられて
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いる。
【００３８】
　底面板５０ｄの下方に延出されたオーバーフロー管１２の下端には、オーバーフローホ
ース１２ｂが接続されており、該オーバーフローホース１２ｂは揚送研磨装置１１に沿う
ように垂下されている（図１参照）。尚、このオーバーフローホース１２ｂの下端は、図
３（ｂ）に示されるように、山折りに屈曲形成された振分樋１２ｃの頂部上方位置に配置
され、オーバーフローホース１２ｂの下端開口から流出したパチンコ球は左右の下部タン
ク９，９に振り分けられるようになっている。
【００３９】
　また、オーバーフロー管１２の屈曲部の左右側面には、一端が流入口５３，５３に接続
される流入球誘導管６０，６０の他端が接続される合流口６１，６１が、流入口５３，５
３よりも若干下方位置に形成されている。これにより、流入口５３，５３から流入してき
たパチンコ球は、左右方向を向く流入球誘導管６０，６０内を自然流下し、上部タンク３
内に貯留されることなく、オーバーフロー管１２の屈曲部の左右側面に形成された合流口
６１，６１からオーバーフロー管１２内に合流するようになっている。
【００４０】
　このように、オーバーフロー口１２ａからオーバーフローしたパチンコ球及び流入口５
３，５３から流入してきたパチンコ球は、オーバーフロー管１２により上部タンク３の後
側に誘導された後に下方に向けて落下し、オーバーフローホース１２ｂ、振分樋１２ｃに
より下部タンク９，９の流下板１８に誘導された後、貯留室２０に貯留されるようになっ
ている（図１１参照）。
【００４１】
　尚、オーバーフロー管１２の上部が貯留球流出口５４の直上に配置されることで、貯留
球流出口５４に貯留球の球圧がかかることが防止されるため、貯留されているパチンコ球
は、オーバーフロー管１２の屈曲部下面と貯留球流出口５４との間に形成された空隙から
貯留球流出口５４内にスムーズに流入される。
【００４２】
　また、オーバーフロー口１２ａは、流出口５２，５２の上端縁よりも上方の高さ位置に
配置されているため、上部タンク３に貯留されたパチンコ球の貯留位置が、流出口５２，
５２からパチンコ球が自然流出されない貯留位置においてオーバーフローすることがない
。すなわち、上部タンク３内に、流出口５２，５２からパチンコ球が自然流出可能な貯留
位置までパチンコ球を貯留できるようになっている。
【００４３】
　以上説明したように、揚送球排出口１１ａから排出されたパチンコ球は、前切欠部５６
ｂを超えてその後面側の第１誘導板５６の左右方向の中央位置に落下し、その一部は左右
側に振り分けられ、傾斜面上を流下するとともに、一部は後切欠部５６ａから第４誘導板
５９，５９上に落下して左右の第３誘導板５８，５８に誘導され、基本的に前切欠部５６
ｂから直接落下してオーバーフロー管１２内に流入したり上部タンク３内に貯留されるこ
とはほぼない。
【００４４】
　第１誘導板５６により左右に誘導されたパチンコ球は、第２誘導板５７，５７上に落下
して左右側に流下される。第２誘導板５７，５７上に落下したパチンコ球の一部は落下穴
５７ａから直接落下して貯留されるが、大半のパチンコ球は、第２誘導板５７，５７の左
右端辺部または落下穴５７ａから第３誘導板５８，５８上に落下され、第３誘導板５８，
５８上を流下して流出口５２，５２に誘導された後、中央片５８ｂにより流出口５２，５
２から流出する。つまり、これら第１～４誘導板５６，５７，５８，５９は、揚送球排出
口１１ａから排出されたパチンコ球の大半を、上部タンク３内への貯留より優先して流出
口５２，５２に誘導する本発明の誘導手段を構成している。
【００４５】
　そして、移送樋４０内にパチンコ球が少なく、流出口５２，５２が塞がっていない場合
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には、第３誘導板５８，５８により流出口５２，５２に誘導されたパチンコ球は、流出口
５２，５２から流出される。一方、移送樋４０内にパチンコ球が充満していて流出口５２
，５２が塞がっている場合には、第３誘導板５８，５８の中央片５８ｂに誘導されたパチ
ンコ球は前後に振り分けられ、前後一対の切欠部５８ａ，５８ａ（図５（ａ）参照）から
落下して上部タンク３内に貯留されるようになっている。
【００４６】
　また、上部タンク３内に貯留されたパチンコ球の貯留位置が上昇して、流出口５２の下
端縁に達した場合、流出口５２における第３誘導板５８の中央片５８ｂの下方位置から流
出されていく。尚、切欠部５８ａ，５８ａが流出口５２が形成された側面板５０ｃの内面
に近接して配置されていることで、オーバーフロー口１２ａが配置される貯留領域の中央
部よりも端部の方に優先的にパチンコ球が貯留され、貯留位置が流出口５２に到達しやす
くなる。
【００４７】
　また、上部タンク３内に貯留されたパチンコ球の貯留位置が上昇して、第１誘導板５６
の上方位置まで達した場合、後切欠部５６ａも塞がっている状態であるため、揚送球排出
口１１ａから排出されるパチンコ球は、第１誘導板５６上を流下することなく、前切欠部
５６ｂから落下してオーバーフロー口１２ａ内に流出される（オーバーフロー）。
【００４８】
　後面板５０ｂの内面には、上部タンク３内に貯留されたパチンコ球の貯留位置が、流出
口５２，５２からパチンコ球が流出可能な第１の位置である基準位置に達していることを
検出する第１の位置検出手段としての基準センサ７０と、上部タンク３内に貯留されたパ
チンコ球の貯留位置が、基準位置及び流出口５２，５２の開口下縁よりも下方の第２の位
置である下限位置に達していることを検出する第２の位置検出手段としての下限センサ７
１と、が上下に設けられている。
【００４９】
　具体的には、図５（ｂ）及び図６（ｂ）に示されるように、基準センサ７０は、オーバ
ーフロー口１２ａよりも若干上方の高さ位置に配置され、下限センサ７１は、流出口５２
，５２からパチンコ球が流出可能な基準位置、つまり流出口５２，５２の開口下縁よりも
下方であり、底面板５０ｄと基準位置との中間位置よりも若干下方位置に配置されている
。
【００５０】
　つまり基準センサ７０は、上部タンク３内に貯留されたパチンコ球の貯留位置が、オー
バーフロー口１２ａに達している、すなわち、上部タンク３の上限貯留位置に達している
ことを検出するためのセンサであり、下限センサ７１は、上部タンク３内に貯留されたパ
チンコ球の貯留位置が半分以下になったこと、詳しくは、流出口５２，５２からパチンコ
球が流出不可能であり、かつ、これを下回るとパチンコ機２への補給が途絶える危険性が
ある下限貯留位置であることを検出するためのセンサである。
【００５１】
　尚、これら各センサ７０，７１の上方位置には、上方から落下してくるパチンコ球を検
出してしまうことを防止するための庇片７２がそれぞれ突設されているため、貯留された
パチンコ球が確実に検出される。
【００５２】
　尚、本実施例では、基準センサ７０は、オーバーフロー口１２ａの配置位置よりも若干
上方位置に配置されていたが、流出口５２，５２の開口下縁よりも上方の流出位置以上の
高さ位置であれば、オーバーフロー口１２ａの配置位置よりも下方に配置してもよいし、
オーバーフロー口１２ａの配置位置よりも上方に配置してもよい。また、下限センサ７１
の配置位置は、遊技島１に設置されるパチンコ機２の数量、機種、上部タンク３の容量に
応じた高さ位置であればよく、本実施例に記載の高さの位置に限定されるものではない。
【００５３】
　次に、図１，２及び図７に示されるように、補給樋４，４は、縦断面略上向きコ字形を
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なし、その前後の側板４ａ，４ａには、流下するパチンコ球を各パチンコ機２に補給する
ための補給部である補給口４ｂが、流下方向に向けて所定間隔おきに複数形成されている
。これら補給口４ｂの外面には、下方に向けて垂下される支流樋５の上部が取り付けられ
ており、各補給口４ｂ内に流入したパチンコ球は、支流樋５を流下して各パチンコ機２の
背面に設けられた球タンク６に補給される。
【００５４】
　尚、補給樋４の底板４ｃは、図７（ｃ）に示されるように、幅方向の中央から両端に向
けて下方に僅かに傾斜する山折りに屈曲形成され、これにより底板４ｃ上を流下するパチ
ンコ球が前後の側板４ａ，４ａに形成された補給口４ｂに誘導されるようになっている。
つまり、底板４ｃの傾斜面は、補給樋４，４上を流下するパチンコ球を複数の補給口４ｂ
それぞれに向けて誘導する本発明の補給部誘導手段を構成している。
【００５５】
　球抜き部３０は、図７（ａ）（ｂ）に示されるように、図１中右側の補給樋４の下流側
端部、詳しくは、補給樋４に複数設けられた補給口４ｂのうち、最下流側に設けられた補
給口４ｂよりも下流側に設けられており、補給樋４内のパチンコ球を必要に応じて排出す
ることができるようになっている。具体的には、球抜き部３０には、該球抜き部３０の流
路を開閉可能な球抜きシャッタ３２及び該球抜きシャッタ３２を駆動するための球抜きモ
ータ３３を有する球抜きシャッタ装置３１が設けられている。球抜きシャッタ３２は板状
部材からなり、球抜き部３０の流路の幅方向に向けて配設され、通常時においては流路下
方から上方に突出して該流路を閉鎖するとともに、後述する緊急移送制御が実施され、補
給樋４内のパチンコ球を排出して揚送研磨装置１１に供給する際に、流路から下方に退避
して該流路を開放するようになっている。
【００５６】
　球抜きシャッタ３２が流路から退避して流路が開放されると、補給樋４内のパチンコ球
が流下して、その下流側に設けられた球抜き管７の上端開口に流入し、該球抜き管７内を
流下して前述した集合室２１内に誘導される。尚、球抜き管７の上端開口の直径は、補給
樋４の前後幅寸法よりも小径であり、球抜き部３０の流路が開放された際に補給樋４内の
パチンコ球が一斉に流下して排出されることはないので、該排出によりパチンコ機２への
パチンコ球の補給に支障をきたすことはない。
【００５７】
　このように、遊技島１内に配設される補給樋４、支流樋５、球抜き管７、オーバーフロ
ー管１２、オーバーフローホース１２ｂ、振分樋１２ｃ、回収樋１７、流下板１８、集合
球流下通路２３及び接続樋１０や、上部タンク３、下部タンク９及びパチンコ機２や揚送
研磨装置１１等は、遊技島１内においてパチンコ球を循環させるための循環経路を構成し
ている。
【００５８】
　次に、遊技店内に設置される複数の遊技島１のうちいずれかの一島と、一島の前後に隣
接配置されている他の遊技島である他島（ここでは一島を左右側面から見た場合において
該一島の左右に隣接配置される遊技島をそれぞれ左島、右島と呼ぶ）との上部タンク３，
３間に架設され、該一島から他島にパチンコ球を移送するための遊技媒体移送樋としての
移送樋４０並びに一島が他島からパチンコ球を受給するための遊技媒体受給樋としての受
給樋４１について説明する。
【００５９】
　移送樋４０は、複数の遊技島１のうちいずれかの一島から他島に対してパチンコ球を移
送（供給）するための樋であり、受給樋４１は、一島が他島からパチンコ球を受給する（
移送される）ための樋である。具体的には、図８に示されるように、図中左側の遊技島１
を一島（自島とも呼ぶ）とし、右側の他島を右島とした場合、一島には、右島及び図示し
ない左側の他島である左島に球を移送する移送樋４０，４０の一端が接続されているとと
もに、右島及び左島から球を受給する受給樋４１，４１の一端が接続されている。
【００６０】
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　逆に右島や左島を基準とした場合は、一島の移送樋４０は受給樋（４１）となり、一島
の受給樋４１は移送樋（４０）となるため、これらは同じ機能を有する送受樋であるが、
以下において、複数のうちいずれかの遊技島１を一島とした場合、該一島と他島との間に
架設された送受樋を、一島を基準とした場合の移送樋４０、受給樋４１と呼ぶことにする
。
【００６１】
　移送樋４０の一端は、一島の流出口５２に取り付けられた接続部材４０ａに接続され、
他端は右島または左島の流入口５３に取り付けられた接続部材４１ａに接続される。流出
口５２は流入口５３よりも上方位置に形成されていることで、移送樋４０は、一島から右
島または左島に向けて下方に傾斜する傾斜樋であり、一島の流出口５２から流出したパチ
ンコ球を自然流下により右島または左島に移送する。
【００６２】
　受給樋４１の一端は、一島の流入口５３に取り付けられた接続部材４１ａに接続される
。他端は右島または左島の流出口５２に取り付けられた接続部材４０ａに接続され、流入
口５３は流出口５２よりも下方位置に形成されていることで、受給樋４１は、一島から右
島または左島に向けて上方に傾斜する傾斜樋であり、右島または左島の流出口５２から流
出したパチンコ球が自然流下により一島に受給される。
【００６３】
　また、図６（ａ）に示されるように、各遊技島１の接続部材４１ａ内には、受給樋４１
を流下してきたパチンコ球の流入口５３を開閉可能な流入シャッタ７５が設けられ、外部
には、流入シャッタ７５を接続部材４１ａ内の流路に対して出退自在とする流入シャッタ
モータ７６及び駆動機構を有する流入シャッタ装置７７が設けられている。
【００６４】
　流入シャッタ７５は、通常時は流入口５３を閉鎖しているため、基本的に受給樋４１内
にパチンコ球が充満される。そして後述するように、右島または左島から球を受給する場
合には流入シャッタ７５を開放し、受給樋４１内のパチンコ球、すなわち右島または左島
から移送されるパチンコ球を受け入れる。尚、この流入シャッタ装置７７は全ての遊技島
１の流入口５３の接続部材４１ａに設けられている。
【００６５】
　また、本実施例では、流入シャッタ７５は流入口５３の接続部材４１ａに設けられてい
たが、例えば流入シャッタ７５を各遊技島１の流出口５２の接続部材４０ａに設けてもよ
いし、あるいは移送樋４０の任意の位置に設けてもよい。
【００６６】
　また、本実施例では、受給樋４１の一端が上部タンク３に設けられた流入口５３に接続
されていたが、上部タンク３ではなく、例えばオーバーフロー管１２や下部タンク９等に
直接誘導可能に接続されていてもよい。
【００６７】
　次に、本実施例における遊技島１の構成を、図９に基づいて説明する。
【００６８】
　遊技島１には、内部に配置される各種装置や各種センサ等が接続され、上部タンク３の
パチンコ球の貯留状況に応じて各種装置の駆動制御を行うことで、パチンコ球を遊技島１
内あるいは他島との間で循環させるようになっている。
【００６９】
　具体的には、各遊技島１内には、通信ケーブルＫを介して全ての遊技島１におけるパチ
ンコ機２や各種装置の稼働状況や、後述するように上部タンク３における貯留状況を管理
する管理手段としての管理コンピュータ３００に接続される島コントローラ２００が配置
されており、この島コントローラ２００は、通信ケーブルＫを介して他島の島コントロー
ラ２００と接続され、各島コントローラ２００間で信号及びデータ通信を行う。
【００７０】
　管理コンピュータ３００は、図８に示されるように、各遊技島１における島コントロー
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ラ２００に接続され、各島コントローラ２００を制御する演算処理装置（ＣＰＵ）３３２
や当該管理コンピュータ３００における制御プログラム等が記憶された記憶手段３３３等
が設けられた制御部３３１と、各遊技島１の貯留状況やエラー状況等を確認するための表
示器３３４（出力装置）と、入力器３３５（入力装置）と、から主に構成されている。
【００７１】
　島コントローラ２００は、各種装置を制御する図示しない演算処理装置（ＣＰＵ）や制
御プログラム等が記憶された記憶手段等を有する制御部や、管理コンピュータ３００や他
の島コントローラ２００との間で通信するための通信部等を有し、遊技島１に列設された
複数のパチンコ機２と、上部タンク３内に貯留されたパチンコ球の貯留位置が基準位置に
達していることを検出する基準センサ７０と、上部タンク３内に貯留されたパチンコ球の
貯留位置が下限位置に達していることを検出する下限センサ７１と、揚送研磨装置１１の
揚送モータ１１ｂと、流入シャッタ装置７７，７７の流入シャッタ７５，７５の開閉駆動
を行う流入シャッタモータ７６，７６と、球抜きシャッタ装置３１，３１の球抜きシャッ
タ３２，３２の開閉駆動を行う球抜きモータ３３，３３と、下部タンクシャッタ装置２８
，２８の下部タンクシャッタ２６，２６の開閉駆動を行う下部タンクモータ２７，２７と
、が主に接続されている。
【００７２】
　島コントローラ２００は、各パチンコ機２の稼動状況や各種装置の駆動状況を示す各種
信号や、基準センサ７０または下限センサ７１の検出信号等を、他島の島コントローラ２
００や管理コンピュータ３００に出力するとともに、管理コンピュータ３００や他島の島
コントローラ２００から受信した各種信号に基づいて、各種装置の駆動制御を行う。
【００７３】
　管理コンピュータ３００は、島コントローラ２００を介して各遊技島１から出力される
基準センサ７０または下限センサ７１の検出信号の出力状況を監視し、該検出信号の受信
状況に基づいて、各遊技島１の上部タンク３に貯留されたパチンコ球の貯留位置（貯留量
レベル）を特定し、該特定した貯留量レベルに基づいて、相互の遊技島１，１間でパチン
コ球を移送させる移送制御を行う。
【００７４】
　管理コンピュータ３００は、図１０（ａ）（ｂ）に示されるように、各遊技島１から出
力される基準センサ７０または下限センサ７１の検出信号の受信状況に基づいて、各遊技
島１の上部タンク３に貯留されたパチンコ球の貯留量レベル（ＬＶと略称する）を、ＬＶ
１，２，３のいずれであるかを特定する。尚、図１０（ｂ）における網線領域は、パチン
コ球が貯留されている領域を示している。
【００７５】
　本実施例においては、基準センサ７０及び下限センサ７１双方がパチンコ球を検出して
いる場合（基準センサ；ｏｎ、下限センサ；ｏｎ）、当該遊技島１の上部タンク３に貯留
されているパチンコ球の貯留位置が基準位置に達している貯留量レベル３（ＬＶ３）であ
ると特定する。つまり、ＬＶ３では、パチンコ球の貯留位置が、流出口５２からパチンコ
球が流出可能な流出位置（流出口５２，５２の開口下縁）よりも上方の基準位置以上の高
さ位置であり、他島にパチンコ球を移送可能である。
【００７６】
　基準センサ７０がパチンコ球を検出しておらず、下限センサ７１がパチンコ球を検出し
ている場合（基準センサ；ｏｆｆ、下限センサ；ｏｎ）、当該遊技島１の上部タンク３に
貯留されているパチンコ球の貯留位置が基準位置に達しておらず、かつ、下限位置に達し
ている貯留量レベル２（ＬＶ２）であると特定する。つまり、ＬＶ２では、パチンコ球の
貯留位置が、流出口５２からパチンコ球が流出可能な流出位置よりも下方（基準位置未満
、下限位置以上の範囲）の高さ位置であり、流出口５２を介して他島にパチンコ球を移送
不可能である。
【００７７】
　基準センサ７０及び下限センサ７１双方がパチンコ球を検出していない場合（基準セン
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サ；ｏｆｆ、下限センサ；ｏｆｆ）、当該遊技島１の上部タンク３に貯留されているパチ
ンコ球の貯留位置が下限位置に達していない貯留量レベル（ＬＶ１）であると特定する。
つまり、ＬＶ１では、パチンコ球の貯留位置が、流出口５２からパチンコ球が流出可能な
流出位置よりも下方の下限位置未満の高さ位置であり、各パチンコ機２へのパチンコ球の
補給が途絶える可能性がある。
【００７８】
　管理コンピュータ３００は、各遊技島１の上部タンク３の貯留量レベルを常時監視して
おり、各遊技島１の上部タンク３の貯留量レベルがＬＶ３に維持されるようにコントロー
ルする。そして、各遊技島１の上部タンク３の貯留量レベルがＬＶ３に維持される初期状
態において、複数の遊技島１のうちいずれかの遊技島１（ここでは一島と呼ぶ）の上部タ
ンク３の貯留量レベルがＬＶ２になった場合、一島の前後に隣接配置されている他島（こ
こでは一島を左右側面から見た場合において該一島の左右に隣接配置される遊技島をそれ
ぞれ左島、右島と呼ぶ）の貯留量レベルを、左島及び右島それぞれの基準センサ７０及び
下限センサ７１の検出状況に基づいてそれぞれ特定する。
【００７９】
　そして、これら左島または右島のうち少なくとも一方の貯留量レベルがＬＶ３であれば
（ここでは左島及び右島双方の貯留量レベルがＬＶ３とする）、貯留量レベルがＬＶ３の
左島及び右島から貯留量レベルがＬＶ２の一島に対してパチンコ球を移送させる通常移送
制御を開始する。具体的には、一島の島コントローラ２００に対して、左島及び右島に対
応する流入シャッタ７５，７５をそれぞれ開放させるとともに、一島の左右の下部タンク
シャッタ２６，２６を開放させる。これにより、一島の下部タンク９，９に貯留されてい
るパチンコ球及び他島から受給されたパチンコ球が揚送研磨装置１１にて揚送されて上部
タンク３に供給され、上部タンク３の貯留量レベルがＬＶ３に回復することになる。
【００８０】
　そして管理コンピュータ３００は、一島の貯留量レベルがＬＶ３に回復した場合、左島
及び右島に対応する流入シャッタ７５，７５及び一島の左右の下部タンクシャッタ２６，
２６をそれぞれ閉鎖させて、通常移送制御を終了する。
【００８１】
　尚、管理コンピュータ３００は、通常移送制御を開始してから一島の基準センサ７０が
ｏｎになったとき、その時点から所定時間（本実施例では５分）が経過してから、一島の
貯留量レベルがＬＶ３に回復したと判定して通常移送制御を終了する。これにより、一時
的な回復やノイズ等による誤検出により通常移送制御を終了してしまうことが防止される
。
【００８２】
　また、本実施例では、一島の貯留量レベルがＬＶ２になり、左島または右島のうち少な
くとも一方の貯留量レベルがＬＶ３である場合に実施される通常移送制御において、下部
タンクシャッタ２６の開放と同時に流入シャッタ７５を開放させているが、例えば下部タ
ンクシャッタ２６を最初に開放し、該下部タンクシャッタ２６を開放した時点から所定時
間（例えば３分）が経過した時点で流入シャッタ７５を開放させるようにしてもよく、こ
のようにすれば、当該遊技島１の下部タンク９に貯留されている遊技球が優先して揚送さ
れるため、左島または右島から受給する球量を最小限に抑えることができる。
【００８３】
　また、一島の貯留量レベルがＬＶ２になった場合において、例えば左島または右島のう
ち左島のみがＬＶ３であり、右島がＬＶ２である場合、右島からパチンコ球は受給されな
いが、左島及び右島双方に対応する流入シャッタ７５，７５及び下部タンクシャッタ２６
，２６をそれぞれ開放させておく。また、左島及び右島双方の貯留量レベルがＬＶ２であ
る場合も、左島及び右島からパチンコ球は受給されないが、左島及び右島双方に対応する
流入シャッタ７５，７５及び下部タンクシャッタ２６，２６を開放させておく。
【００８４】
　このように一島の貯留量レベルがＬＶ２になった場合、左島及び右島の貯留量レベルに
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関わらず、一島の貯留量レベルがＬＶ３に復帰するまでは左島及び右島双方に対応する流
入シャッタ７５，７５及び下部タンクシャッタ２６，２６を開放させるようにすることで
、左島または右島の貯留量レベルがＬＶ３に復帰したときに直ちにパチンコ球を受給でき
る。
【００８５】
　また、左島または右島に対応する流入シャッタ７５及び下部タンクシャッタ２６をそれ
ぞれ開放して通常移送制御を実施している途中で左島または右島のうちいずれかの貯留量
レベルがＬＶ２となった場合でも、一島の貯留量レベルがＬＶ３になるまでは、左島及び
右島双方に対応する流入シャッタ７５及び下部タンクシャッタ２６は開放させておく。つ
まり、このような通常移送制御を実施する管理コンピュータ３００及び島コントローラ２
００は、本発明の第１の移送制御手段を構成している。
【００８６】
　また、管理コンピュータ３００は、左島または右島のうち少なくとも一方の貯留量レベ
ルがＬＶ１、つまり緊急状態になった場合（ここでは左島の貯留量レベルがＬＶ１になっ
たとする）、一島の貯留量レベルがＬＶ３であれば、左島の流入シャッタ７５及び下部タ
ンクシャッタ２６を開放させたままとしておく。そして、一島の貯留量レベルがＬＶ２で
ある場合、または途中でＬＶ２になった場合、該左島の流入シャッタ７５を開放させてい
るが、一島からはパチンコ球が移送されない。そこで管理コンピュータ３００は、一島の
貯留量レベルがＬＶ２であり、かつ、ＬＶ１でないことを条件に、該一島の球抜きシャッ
タ３２を開放させて、該一島の上部タンク３から補給樋４に流下した球を強制的に抜き取
って揚送研磨装置１１に供給し、揚送したパチンコ球を第１～４誘導板５６～５９により
流出口５２から流出させる緊急移送制御を開始する。
【００８７】
　これにより、一島の貯留量レベルがＬＶ２でも、一島から左島にパチンコ球が移送され
るので、左島の貯留量レベルが回復することになる。つまり、このような緊急移送制御を
実施する管理コンピュータ３００及び島コントローラ２００は、本発明の第２の移送制御
手段を構成している。
【００８８】
　このような緊急移送制御は、一島の貯留量レベルがＬＶ１にならない限り、左島の貯留
量レベルがＬＶ２に回復した時点、つまり左島の下限センサ７１がｏｎになった時点から
所定時間（例えば５分）が経過するまで継続する。そして、所定時間である５分が経過し
た時点で一島の球抜きシャッタ３２を閉鎖させて緊急移送制御を終了し、通常移送制御に
戻る。このとき、一島及び左島双方の貯留量レベルはＬＶ２であり、一島と左島との間で
パチンコ球の送受は行われないため、それぞれはさらに隣の他島の貯留量レベルがＬＶ３
であれば、該他島からパチンコ球を受給する。
【００８９】
　また、左島の貯留量レベルがＬＶ２に回復する前に一島の貯留量レベルもＬＶ１になっ
た場合、一島の球抜きシャッタ３２を閉鎖させて、貯留量レベルがＬＶ１ではないさらに
隣の右島の球抜きシャッタ３２を開放させて、該隣の右島から右島にパチンコ球を移送さ
せることになる。
【００９０】
　次に、各遊技島１の島コントローラ２００が行う各種装置の制御内容及びパチンコ球の
循環状況を、図１１に基づいて説明する。
【００９１】
　各遊技島１の島コントローラ２００は、常時揚送研磨装置１１を駆動させているととも
に、上部タンク３の貯留量レベルがＬＶ３に維持されている初期状態においては、下部タ
ンクシャッタ２６、球抜きシャッタ３２、流入シャッタ７５をそれぞれ閉鎖し、遊技島１
内でパチンコ球を循環させる。
【００９２】
　詳しくは、図１１（ａ）に示されるように、上部タンク３に貯留されているパチンコ球
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は、貯留球流出口５４から流出して補給樋４，４に流入し、補給樋４，４から支流樋５を
介して各パチンコ機２に補給される。各パチンコ機２から排出されたパチンコ球は、回収
樋１７、集合室２１、集合球流下通路２３、接続樋１０を流下して揚送研磨装置１１に供
給された後、該揚送研磨装置１１にて揚送されて上部タンク３内に供給される。
【００９３】
　初期状態においては上部タンク３の貯留量レベルがＬＶ３に維持されるため、流出口５
２，５２から移送樋４０内にパチンコ球が流出される。移送樋４０内にパチンコ球が充満
して流出口５２，５２が塞がると、揚送球排出口１１ａから排出されたパチンコ球は上部
タンク３内に貯留される。貯留されたパチンコ球の貯留位置がオーバーフロー口１２ａに
達している場合、揚送球排出口１１ａから排出されるパチンコ球はオーバーフロー口１２
ａ内に落下して、オーバーフロー管１２及びオーバーフローホース１２ｂを流下し、振分
樋１２ｃ及び流下板１８から貯留室２０内に落下して貯留される。
【００９４】
　次いで、図１１（ｂ）に示されるように、上部タンク３の貯留量レベルがＬＶ２になっ
た場合、島コントローラ２００は下部タンクシャッタ２６及び流入シャッタ７５を開放さ
せる。これにより、貯留室２０内に貯留されているパチンコ球が下部タンク排出口２４か
ら排出され、接続樋１０を介して揚送研磨装置１１に供給される。また、流入シャッタ７
５の開放により、受給樋４１内のパチンコ球が流入口５３，５３、流入球誘導管６０，６
０を介してオーバーフロー管１２内に合流されることで、他島から受給したパチンコ球が
貯留室２０から揚送研磨装置１１に供給される。
【００９５】
　また、上部タンク３の貯留量レベルがＬＶ２の状態で、他島の貯留量レベルがＬＶ１に
なった場合、島コントローラ２００は下部タンクシャッタ２６及び流入シャッタ７５を開
放したまま、さらに球抜きシャッタ３２を開放させる（図１１（ｃ）参照）。これにより
、補給樋４，４のパチンコ球が球抜き部３０から排出され、球抜き管７を流下して集合室
２１に落下し、集合球流下通路２３、接続樋１０を流下して揚送研磨装置１１に供給され
ることになる。
【００９６】
　このように、一島の上部タンク３の貯留量レベルがＬＶ２の状態では、通常であれば貯
留量レベルがＬＶ３である他島からパチンコ球を受給することになるが、他島の貯留量レ
ベルが一島よりも少ないＬＶ１であり、緊急を要している場合、一島への補給よりも他島
への補給を優先する必要がある。しかし、一島の貯留量レベルがＬＶ２である、つまり、
上部タンク３に貯留されているパチンコ球の貯留位置が流出口５２，５２から流出可能な
流出位置に達していないため、一島の上部タンク３内に貯留されているパチンコ球を他島
に移送することができない。
【００９７】
　よって、上部タンク３の底面板５０ｄに形成された貯留球流出口５４から流出したパチ
ンコ球が流下する補給樋４，４に設けられた球抜き部３０からパチンコ球を排出して抜き
取り、球抜き管７、集合室２１、集合球流下通路２３、接続樋１０を介して揚送研磨装置
１１に供給することで、上部タンク３における流出口５２，５２よりも下方位置に貯留さ
れているパチンコ球、つまり流出口５２，５２から流出させることができないパチンコ球
を排出して揚送研磨装置１１に供給することができる。つまり、これら貯留球流出口５４
、補給樋４，４、球抜き部３０、球抜きシャッタ装置３１、球抜き管７、集合室２１、集
合球流下通路２３、接続樋１０は、本発明の供給手段を構成している。
【００９８】
　さらに、揚送研磨装置１１にて揚送され、揚送球排出口１１ａから上部タンク３内に排
出されたパチンコ球の一部は、第１誘導板５６、第２誘導板５７、第３誘導板５８、第４
誘導板５９により、上部タンク３内に落下するよりも優先して流出口５２，５２に誘導さ
れる。つまり、これら第１誘導板５６、第２誘導板５７、第３誘導板５８、第４誘導板５
９は、本発明の誘導手段を構成している。
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【００９９】
　このように、上部タンク３における流出口５２，５２よりも下方位置に貯留されている
パチンコ球を排出して抜き取り、しかも各パチンコ機２に補給することなく揚送研磨装置
１１に供給するとともに、揚送研磨装置１１にて揚送した後、第１誘導板５６、第２誘導
板５７、第３誘導板５８、第４誘導板５９により流出口５２，５２に直接誘導して流出さ
せ、移送樋４０を介して他島に移送することができるため、貯留量レベルがＬＶ２であっ
ても、上部タンク３における流出口５２，５２よりも下方の貯留領域に貯留されているパ
チンコ球を抜き取って、緊急を要する他島に対して迅速に供給することができる。
【０１００】
　次に、管理コンピュータ３００及び島コントローラ２００が行う通常移送制御の一例を
、図１２に基づいて説明する。尚、以下においては、互いに隣接して配置された複数の遊
技島１のうち、左、中、右の遊技島１間で実施される通常移送制御内容を説明することと
し、中央の遊技島１を一島として、図中左側の他島を左島、右側の他島を右島と呼ぶこと
にする。また、左島のさらに左側及び右島のさらに右側に設置されている他島は省略する
。尚、図中斜線で示される領域はパチンコ球が貯留されている領域を示している。
【０１０１】
　まず、各島の貯留量レベルを監視している管理コンピュータ３００は、左島、一島、右
島それぞれの貯留量レベルがＬＶ３の状態（図１２（ａ）参照）から、左島の貯留量レベ
ルが減少してＬＶ２になった場合、左島の島コントローラ２００に対して下部タンクシャ
ッタ２６及び流入シャッタ７５を開放させて、一島と左島との間での通常移送制御を開始
する。これにより、一島から移送樋４０を介して左島にパチンコ球が移送され、左島の上
部タンク３に補給される（図１２（ｂ）参照）。
【０１０２】
　そして、左島の貯留レベルがＬＶ３に復帰する前に一島の貯留量レベルがＬＶ２になっ
た場合、貯留位置が流出位置以下になり次第、一島から左島へのパチンコ球の移送が停止
する。このとき、右島の貯留量レベルがＬＶ３である場合、管理コンピュータ３００は、
一島の島コントローラ２００に対して下部タンクシャッタ２６及び流入シャッタ７５を開
放させ、一島と右島との間での通常移送制御を開始する。これにより、右島から受給樋４
１を介して一島にパチンコ球が移送される（図１２（ｃ）参照）。
【０１０３】
　これにより一島の貯留量レベルがＬＶ３に復帰した場合、右島の貯留量レベルがＬＶ３
に維持されていれば、一島の島コントローラ２００に下部タンクシャッタ２６及び流入シ
ャッタ７５を閉鎖させて、一島と右島との間での通常移送制御を終了し、これにより右島
から一島への球の移送が停止される。また、一島の貯留量レベルがＬＶ３に復帰したこと
により（正確には貯留位置が流出位置以上に達したとき）、一島から左島への球の移送が
再開され（図１２（ｄ）参照）、最後に、一島から左島への球の移送により左島の貯留量
レベルがＬＶ３に復帰したら、左島の島コントローラ２００に下部タンクシャッタ２６及
び流入シャッタ７５を閉鎖させて、一島と左島との間での通常移送制御を終了する。
【０１０４】
　次に、管理コンピュータ３００及び島コントローラ２００が行う緊急移送制御の一例を
、図１３に基づいて説明する。
【０１０５】
　まず、一島、左島、右島それぞれの貯留量レベルがＬＶ３の状態から、左島の貯留量レ
ベルがＬＶ２になった場合、管理コンピュータ３００は、左島の島コントローラ２００に
対して下部タンクシャッタ２６及び流入シャッタ７５を開放させて、一島と左島との間で
の通常移送制御を開始する。これにより、一島から移送樋４０を介して左島にパチンコ球
が移送される（図１３（ａ）参照）。
【０１０６】
　そして、左島の貯留レベルがさらに減少してＬＶ１になった場合、一島の貯留量レベル
がＬＶ３のままであれば、そのまま一島から左島へパチンコ球が移送されるが（図１３（



(18) JP 5765752 B2 2015.8.19

10

20

30

40

50

ｂ）参照）、左島の貯留レベルがＬＶ３に復帰する前に一島の貯留量レベルがＬＶ２にな
り、貯留位置が流出位置よりも低くなった場合、一島から左島へのパチンコ球の移送が停
止されてしまうため、管理コンピュータ３００は、一島の島コントローラ２００に対して
球抜きシャッタ３２を開放させ、一島と左島との間で緊急移送制御を開始する。これによ
り、一島の上部タンク３に貯留されたパチンコ球の貯留位置が流出位置を下回っていても
、上部タンク３の流出位置よりも下方に貯留されているパチンコ球が球抜き部３０から抜
き取られ、揚送研磨装置１１にて揚送された後、第１～４誘導板５６～５９により流出口
５２に直接誘導されるので、貯留位置が流出位置に達しなくても、一島から左島にパチン
コ球が移送される（図１３（ｃ）参照）。
【０１０７】
　またこのとき、右島の貯留量レベルがＬＶ３であれば、管理コンピュータ３００は、一
島の島コントローラ２００に対して下部タンクシャッタ２６及び流入シャッタ７５を開放
させ、一島と右島との間での通常移送制御を開始する。これにより、右島から一島にパチ
ンコ球が移送され、一島の上部タンク３に補給されるため、一島から左島にパチンコ球を
移送していても、一島の貯留量レベルはＬＶ２に維持される（図１３（ｃ）参照）。
【０１０８】
　これにより左島の貯留量レベルがＬＶ２に復帰した場合、ＬＶ２に復帰した時点、つま
り下限センサ７１がｏｎになった時点から所定時間である５分が経過した時点で、管理コ
ンピュータ３００は、一島の島コントローラ２００に対して球抜きシャッタ３２を閉鎖さ
せ、一島と左島との間での緊急移送制御を終了し、これにより一島から左島への球の移送
は停止される（図１３（ｄ）参照）。
【０１０９】
　そして右島から一島への球の移送が継続され、これにより一島の貯留量レベルがＬＶ３
に復帰した（正確には貯留位置が流出位置に達した）場合、一島から左島への球の移送が
再開されるとともに、管理コンピュータ３００は、一島の島コントローラ２００に下部タ
ンクシャッタ２６及び流入シャッタ７５を閉鎖させて、一島と右島との間で通常移送制御
を終了し、右島から一島への球の移送が停止される（図１３（ｅ）参照）。
【０１１０】
　最後に、一島から左島への球の移送により左島の貯留量レベルがＬＶ３に復帰したら、
管理コンピュータ３００は、左島の島コントローラ２００に下部タンクシャッタ２６及び
流入シャッタ７５を閉鎖させて、一島と左島との間での通常移送制御を終了し、一島から
左島への球の移送が停止され、全ての島の貯留量レベルがＬＶ３に維持される。
【０１１１】
　以上説明したように、本発明の実施例としての遊技機設置島における遊技媒体循環シス
テムにあっては、他島（左島、右島）の上部タンク３に貯留されているパチンコ球の貯留
位置が基準位置よりも下方位置になった場合、つまり一島にパチンコ球を移送できない貯
留位置になった場合、一島の上部タンク３に貯留されているパチンコ球の貯留位置が基準
位置に達している場合には、一島から他島にパチンコ球が移送される通常移送制御が開始
される。
【０１１２】
　また、他島の上部タンク３に貯留されているパチンコ球の貯留位置が下限位置に達して
いない場合、つまり貯留されているパチンコ球が著しく減少し、パチンコ機２への補給が
途絶える可能性がある状態になった場合、一島の上部タンク３に貯留されているパチンコ
球の貯留位置が基準位置に達していなくても、下限位置に達していれば、一島の球抜きシ
ャッタ３２が開放され、上部タンク３における流出位置よりも下方に貯留されているパチ
ンコ球が、パチンコ機２を経由せずに揚送研磨装置１１に供給されるとともに、該揚送研
磨装置１１により揚送されて上部タンク３に排出されたパチンコ球の一部が、該上部タン
ク３に貯留されることなく、第１～第４誘導板５６～５９により直接流出口５２，５２に
誘導されることで、一島の上部タンク３に貯留されているパチンコ球の貯留位置を基準位
置まで回復させなくてもパチンコ球を他島に移送できるため、他島における緊急状態を早
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期のうちに解除させることができる。
【０１１３】
　また、上部タンク３に貯留されているパチンコ球を排出して抜き取る球抜き部３０が、
上部タンク３に貯留されているパチンコ球を複数のパチンコ機２に補給するための補給樋
４，４に設けられていることで、既設の補給樋４，４を利用して、上部タンク３に貯留さ
れているパチンコ球を外部に排出して揚送研磨装置１１に供給することができるため、強
度を要する上部タンク３に、貯留球流出口５４とは別個に球抜き口等を形成せずに済む。
【０１１４】
　また、球抜き部３０は、図７に示されるように、補給樋４，４の最下流位置に設けられ
た補給口４ｂよりも下流側に設けられていることで、パチンコ機２へのパチンコ球の補給
に支障をきたすことなく、球抜き部３０からパチンコ球を排出させることができる。
【０１１５】
　具体的には、例えば上部タンク３に貯留球流出口５４とは別個の球抜き口（球抜き部）
を設けて球抜きしようとする場合、該球抜き口からの球の流出により貯留球流出口５４か
ら補給樋４に球が流出しにくくなる虞があるが、本発明のように球抜き部３０を補給樋４
，４の最下流位置に設けられた補給口４ｂよりも下流側に設けることで、球抜き部３０か
らの排出よりも優先して上流側の補給口４ｂに球が流入するため、パチンコ機２へのパチ
ンコ球の補給に支障をきたすことがない。
【０１１６】
　尚、本実施例では、補給樋４，４の最下流位置に設けられた補給口４ｂよりも下流側に
球抜き部３０が設けられていたが、球抜き部３０は、補給樋４，４の任意の箇所に設けて
もよい。さらに、球抜き部３０を、補給樋４，４ではなく、上部タンク３の側面板５０ｃ
や底面板５０ｄ等における流出口５２よりも下方位置に設けてもよく、このようにしても
、上部タンク３に貯留されているパチンコ球を流出位置よりも下方位置から抜き取ること
ができる。
【０１１７】
　また、このように補給樋４，４の最下流位置に設けられた補給口４ｂよりも下流側に球
抜き部３０を設ける場合において、補給樋４，４上を流下する球がより補給口４ｂに優先
的に補給されるようにするために、例えば図１４に示されるように、流下方向の側方に設
けられた各補給口４ｂの上流側の底板４ｃ上面に、該補給口４ｂに向けてパチンコ球を誘
導する誘導片８０を立設してもよい。これにより、球抜き部３０からパチンコ球を排出し
ているときでも、流下するパチンコ球は補給口４ｂに優先的に補給されるようになるとと
もに、球抜きシャッタ３２にかかる球圧が軽減される。
【０１１８】
　また、前記実施例では、上部タンク３において、揚送球排出口１１ａから排出されたパ
チンコ球は、誘導手段としての第１～４誘導板５６～５９により、左右の流出口５２，５
２に略均等に振り分けられるようになっていたが、例えば、揚送球排出口１１ａから排出
されたパチンコ球を、移送樋４０、受給樋４１にて接続される前後の他島のうち、貯留量
レベルがより低い他島に対して優先的に移送することができるようにしてもよい。
【０１１９】
　具体的には、例えば図１５に示されるように、第１誘導板５６の最頂部よりも上方で、
かつ、揚送球排出口１１ａの直下位置に、上部タンク３の後面板５０ｂの内面上部に突設
した前後方向を向く軸部材９１に揺動誘導板９０を揺動自在に軸支するとともに、該軸部
材９１を揺動モータ（図示略）により回転可能とし、揚送球排出口１１ａから排出された
パチンコ球を、左右側、つまり左右の流出口５２，５２に略均等に振り分け可能な第１の
状態である水平位置（図示略）と、左側の流出口５２または右側の流出口５２のいずれか
にのみに誘導可能な第２の状態である傾斜位置と、の間で揺動可能とする。
【０１２０】
　そして、揚送球排出口１１ａから排出されたパチンコ球を、移送樋４０、受給樋４１に
て接続される前後の他島双方に均等に移送する場合には、島コントローラ２００が揺動モ
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ータの駆動制御を実施して、揺動誘導板９０を水平位置に位置させ、貯留量レベルがより
低い他島に対して優先的に移送する場合には、移送する他島に対応する流出口５２側に下
方に傾斜する傾斜位置に位置させることで、該他島に優先的に球が誘導されることになる
。つまり、揺動誘導板９０は本発明の方向変更装置を構成している。
【０１２１】
　さらに、例えば第２誘導板５７に形成された複数の落下穴５７ａや、第３誘導板５８に
形成された切欠部５８ａを開閉可能なシャッタ（図示略）を設け、例えば揺動誘導板９０
を第２の状態である傾斜位置とした場合に、前記シャッタにより落下穴５７ａや切欠部５
８ａを閉鎖して、第１誘導板５６上に排出されたパチンコ球を流出口５２まで優先的に流
下させるようにしてもよい。
【０１２２】
　また、誘導手段の他の一例として、例えば前記実施例の揚送球排出口１１ａに、パチン
コ球を第１誘導板５６の頂部に排出する第１の状態と、パチンコ球を第１誘導板５６の頂
部よりも右側または左側に排出する第２の状態と、に可動自在な首振り装置（図示略）を
設けてもよく、このようにすることでも、左右のうちいずれかの流出口５２に優先的にパ
チンコ球を誘導することができる。
【０１２３】
　以上、本発明の実施例を図面により説明してきたが、本発明はこの実施例に限定される
ものではなく、本発明の主旨を逸脱しない範囲における変更や追加があっても本発明に含
まれることは言うまでもない。
【０１２４】
　例えば、前記実施例では、球抜き部３０は、左右の補給樋４，４のうち右側の補給樋４
にのみ設けられていたが、左右の補給樋４に設けてもよい。
【０１２５】
　また、前記実施例では、球抜き部３０から排出されたパチンコ球は、球抜き管７、集合
室２１、集合球流下通路２３、接続樋１０を流下して揚送研磨装置１１に供給されるよう
になっていたが、球抜き管７から直接揚送研磨装置１１に供給されるようにしてもよい。
【０１２６】
　また、前記実施例では、球抜き部３０及び球抜きシャッタ装置３１は補給樋４の下流側
端部に設けられていたが、球抜きシャッタ装置３１は、例えば球抜き管７、集合室２１、
集合球流下通路２３のいずれに設けてもよい。
【０１２７】
　また、前記実施例では、球抜き部３０から排出したパチンコ球は、揚送研磨装置１１の
下部に設けられた図示しない流入口に供給されるようになっていたが、例えば揚送研磨装
置１１の箱体における下部の流入口と上部の揚送球排出口１１ａとの間に別個の供給口（
図示略）を設け、該供給口に供給されるようにすることで、上部タンク３に供給されるま
での時間を短縮することができる。
【０１２８】
　また、前記緊急移送制御が実施されているときに、揚送研磨装置１１によるパチンコ球
の揚送速度を通常よりも速くすることで、他島に対してパチンコ球を迅速に移送できるよ
うにしてもよい。
【０１２９】
　また、前記実施例では、遊技島１の下部に下部タンク９，９が設けられていたが、下部
タンク９を特に設けなくてもよい。
【０１３０】
　また、前記実施例では、各遊技島１から出力される基準センサ７０または下限センサ７
１の検出信号の受信状況に基づいて、管理コンピュータ３００が各遊技島１の貯留量レベ
ルを特定し、移送制御の対象となる一島及び他島の島コントローラ２００に各シャッタの
駆動指令を出力して移送制御を実施していたが、このような管理コンピュータ３００を介
することなく、各遊技島１の島コントローラ２００同士が他島の基準センサ７０または下
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るようにしてもよい。
【０１３１】
　例えば各遊技島１の島コントローラ２００は、自島の貯留量レベルがＬＶ２になった場
合、他島の貯留量レベルに関わらず、自島の貯留量レベルがＬＶ３に復帰するまで流入シ
ャッタ７５及び下部タンクシャッタ２６を開放させるようにする。また、自島の貯留量レ
ベルがＬＶ１になった場合、他島の島コントローラ２００に補給要求信号を出力し、他島
の球抜きシャッタ３２を開放させてパチンコ球を受給するとともに、自島の貯留量レベル
がＬＶ２に復帰したら、他島の島コントローラ２００に補給終了信号を出力し、他島の球
抜きシャッタ３２を閉鎖させる。また、他島から補給要求信号を受信した場合は、自島の
貯留量レベルがＬＶ１ではない限り、自島の球抜きシャッタ３２を開放させ、補給終了信
号を受信したら、自島の球抜きシャッタ３２を閉鎖させればよい。
【符号の説明】
【０１３２】
１　　　　　　遊技機設置島（遊技島）
２　　　　　　パチンコ機
３　　　　　　上部タンク
４　　　　　　補給樋
７　　　　　　球抜き管
９　　　　　　下部タンク
１１　　　　　揚送研磨装置
１２　　　　　オーバーフロー管
１２ａ　　　　オーバーフロー口
２０　　　　　貯留室
２１　　　　　集合室
２３　　　　　集合球流下通路
２４　　　　　下部タンク排出口
２６　　　　　下部タンクシャッタ
３０　　　　　球抜き部
３２　　　　　球抜きシャッタ
４０　　　　　移送樋
４１　　　　　受給樋
５２　　　　　流出口
５３　　　　　流入口
５４　　　　　貯留球流出口
５６～５９　　第１～４誘導板
７０　　　　　基準センサ
７１　　　　　下限センサ
７５　　　　　流入シャッタ
２００　　　　島コントローラ
３００　　　　管理コンピュータ
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【図１５】
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